許可申請事前チェックサービスのご案内

平成21年11月から一部（更新のみ）実施しております、大阪府知事に係る建設業許可申請の郵送等による事前チェックサービスにつきまして、平成22年4月から、利用可能な範囲をすべての申請の区分に拡大します。

なお、受付会場窓口での許可申請書の受付も引き続き行っております。

【事前チェックが可能な許可申請】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府知事許可の以下の申請

<申請の区分>

１．新規　　２．許可換え新規　　３．般・特新規　　４．業種追加　　５．更新

６．般・特新規＋業種追加　　７．般・特新規＋更新　　８．業種追加＋更新

９．般・特新規＋業種追加＋更新

※ただし、以下の申請の区分において、申請する業種に係る許可の有効期間が４０日未満の場合は、事前チェックサービスは利用できません。当該許可の有効期間満了日の４０日前までに送付してください（必着）。

３．般・特新規　　５．更新　　６．般・特新規＋業種追加　　７．般・特新規＋更新８．業種追加＋更新　　９．般・特新規＋業種追加＋更新

※更新（申請の区分：５）は、許可の有効期間満了日の３か月前から手続きを開始することができます。

【提出する書類等について】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　許可申請書類一式（正本・副本）　※大阪府証紙は貼付しないでください

２　確認書類の写し（申請の区分・内容に応じて必要なものを同封）

３　建設業許可申請事前チェック送付表

４　返送用定型封筒（８０円切手を貼付）
５　代理人委任状（代理人による申請の場合）

※未完了の各種変更届及び決算変更届がある場合は、同時提出が可能です。その際は、正本・副本ともに同封してください（完了通知用はがきは不要です）。

※代理人による申請の場合は、申請書の表紙に氏名・電話番号の記載をお願いします。

【郵送先等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
<郵送先>

郵便番号　５５９－８５５５
住　　所　大阪市住之江区南港北１－１４－１６ 大阪府咲洲庁舎１階
あ て 先　大阪府 住宅まちづくり部 建築振興課 建設業許可グループ内

　株式会社メディカルアソシア 申請担当 宛

※郵送につきましては、必ず一般書留または簡易書留でお送りください。

<投函先>

受付会場内に設置する専用の投函ボックス（受付入口の発券機横）

※提出書類は必ず封筒などに入れ、「申請書類在中」と記載の上、のり付けなど封をして提出してください。

【事前チェックサービス利用上のご注意】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　事前チェックサービスのご利用に当たっては、書類を送付する前に、

・必要書類が全て揃っていること

・必要事項の記載が行われていること

・必要箇所に押印されていること
をご確認ください。申請書の大部分が未記入、又は不足書類が多大なため申請内容が不明のものは、事前チェックはできません。書類の作成方法、必要書類等でご不明の点があるときは、当課ホームページ（http://www.pref.osaka.jp/kenshin/kenkyoka/index.html）、電話相談（06-6944-9344）、受付会場内相談コーナーをご利用ください。

２　提出された申請書類に不備または不足がある場合は、申請者または代理人に連絡します。不足事項等がすべて解消された場合、または軽微な不足事項のみのため受付可能と判断した場合は「建設業許可申請事前チェック完了通知書」を送付します。
３　事前チェックサービスを利用中であっても、事前チェック完了通知書の到着前であれば、本サービスの利用を中止し、大阪府証紙及び不足書類等をご持参の上、受付会場２番（新規・業種追加等）または４番窓口（更新）へ直接申請することができます。その際は、各窓口の担当者に事前チェックのため申請書類を送付済であることをお知らせください。

４　事前チェック完了通知書到着後は、指定した期日までに来庁し、次の区分に従って受付手続きを行ってください。当該完了通知書は申請書類が到着してから概ね１０日程度で発送します。

・新規・業種追加等の申請（更新以外）

１番窓口で受付します。
・更新の申請　

専用の受付窓口を準備しております。受付にお越しの際はコンシェルジュ（案内係）にお知らせください。

５　事前チェックの結果、詳細な調査または申請内容の変更が必要と判断した場合は、府職員による対面相談に移行していただく場合がありますのでご了承ください。

【受付（来庁）時にお持ちいただくもの】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１　大阪府証紙（申請の区分に応じた手数料）

２　建設業許可申請事前チェック完了通知書

３　不足書類等（事前チェック完了通知書に記載した書類等）

※受付と同時に、申請書副本及び確認書類の写しを申請者または代理人に返却いたします。

【事前チェックサービスに関するお問合せ先】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大阪府咲洲庁舎１階　建設業受付会場内相談コーナー
　電話番号：06-6941-0351(代表) 内線3089・3090　又は　06-6944-9344

【事前チェックサービスの書類提出から受付までの流れ】　　　　　　　　　　　　　　　
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